
1 

「令和２年度 被災地企業の資金調達支援事業」に係る 

登録クラウドファンディングサービス事業者の募集について 

（募集要項） 

 

一般社団法人ＲＣＦ 

 

 東日本大震災の被災地では、産業復興を実現するため、被災地事業者の売上回復のための

取組が求められています。そこで、本事業では、自立的な資金調達手法であるクラウドファ

ンディング（以下、「ＣＦ」という。）を活用し、新商品開発・町のにぎわい回復等に取り

組もうとする被災地事業者等（以下単に「事業者等」といいます。）の多様な事業主体を支

援し、復興の加速を図ることとしています。 

 本事業の実施にあたり、多くの、ＣＦサービスを運営する事業者（以下、「ＣＦサービス

事業者」という。）の御協力が不可欠であることから、下記により登録を募集します。（本

事業の事務局は復興庁の委託を受け、当団体が担当しています。） 

 

記 

 

１．ＣＦの種類 

 本事業においてＣＦとは、いわゆる「先行予約販売型／購入型」「寄附型」等の全てを含

むものとします。したがって、どの種類のプラットフォームを運営するＣＦサービス事業者

でも応募できます。 

 

２．本事業の実施期間 

 令和３年３月末日 

 

３．応募要件 

 応募にあたっては、以下を要件といたします。なお、復興庁または事務局が、以下のいず

れかを満たしていないと判断した場合、ＣＦサービス事業者プールへの登録をお断りする場

合があります。 

 

ア．【別紙１：本事業の仕組み】を良く理解頂き、復興庁及び事務局に御協力頂けること。

（ＣＦサービス事業者のサイト上で当事業での支援を受けたプロジェクトであることを明

示できること。） 

 

イ．ＣＦサービス事業者が事業規模に比して十分な資力を有していること。 

 

ウ．本事業の支援を受けたプロジェクトであることを復興庁ロゴ等で明示できること。 

 

エ．地域ＣＤＮが最適なＣＦサービス事業者を選定できるよう、各ＣＦサービス事業者は自

社の特徴（サービスの種類、資金調達の方式、利用手数料等）が分かる営業資料等を事務

局に提出すること。 
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オ．本事業終了後においても、被災地内においてクラウドファンディングが円滑に実施される

よう、支援者属性の情報等ノウハウの分析に必要な情報提供へ協力すること。なお、提供可能

な情報について登録前にヒアリング等を実施し、復興庁・事務局との協議が済んだ者から順次

登録する。 

 

カ．ＣＦサービス事業者が信頼に足る運営体制を整備していること。 

  具体的には以下①、②を満たすこと。 

 

①．業務の実施体制が確保できること。 

● 日本語での対応ができるとともに、十分なコミュニケーション能力を有すること。 

● 本業務の円滑な運営を図るため、本事業に係る事務局との連絡担当者（正副各１名

以上）を配置し、事務局との連絡を密にして本業務を行うことが可能であること。 

● 民法、刑法、職業安定法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、及び個人情報の保護に関する法律

等の関連法規を遵守すること。 

● その他、ＣＦサービス事業者として信頼に足る運営体制を整備していることが明ら

かなこと。 

 

②．以下に該当しないこと。 

● 法人等の役員等（役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である場合 

● 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合 

● 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場

合 

● 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合 

● その他以下に示すような、契約の相手方として不適当な行為をする場合 

○ 暴力的な要求行為を行う者 

○ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

○ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

○ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者 

○ その他上記各項目に準ずる行為を行う者 

 

４. 手数料について 

 本事業を通じ、国費によりＣＦ案件の磨き上げが行われることに鑑み、ＣＦサービス事業

者が、ＣＦを実施する事業者等から徴収する手数料（決済手数料等を含む）減額の考慮がな

されることを望みます。 
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５．応募方法、問い合わせ等 

 

 本事業の実施期間において随時受付を行います。別添様式をＥメールより事務局へ提出く

ださい。その後、事務局よりヒアリングを含む必要な確認等を行いますので、事務局手続に

時間を頂く場合があること御了承ください（極力、下記事務局宛に事前相談を頂くようお願

いします。） 

 

＜提出／問い合わせ先＞ 

令和２年度「被災地企業の資金調達等支援事業」事務局 

一般社団法人ＲＣＦ 高田 

Ｅ－ｍａｉｌ：cf@rcf.co.jp （電話：03-6447-0041） 

 

以上  
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映像編集 ＣＦページ作成における、ページ内に埋め込む動画編集の指導、実

行すること 

デザイン ＣＦページ作成における、返礼品や挿絵デザインの指導、実行する

こと。ただしＣＦ案件に直接関係のない、事業者WEBページの作成

や、プロダクトのデザイン等はこれに含まないこととする 

マーケティング 特に金額の大きい案件における「返礼品の制度設計、ブランディン

グ戦略、ＣＦに紐づく事業企画、経営企画等」の指導、実行するこ

と 

 

※ ただし、上記専門家プールにＣＦサービス事業者及びその従業員の方は登録できません

のでご了承ください。 

 

４．本事業の周知 

 以下ア．～ウ．により、本事業の周知を図ります。各ＣＦサービス事業者におかれては、

特記事項を含め周知へのご協力をお願いします。 

 

ア．案件横断型のイベントの実施 

  事業者の資金調達を促進するため、いわゆるオフラインでのイベントを実施します。

（なお、当該イベントは、１事業者ごとに実施するのではなく、例えば「新しい東北交流

会」におけるパネルディスカッションのように、酒造り等特定のテーマを設定した上で、

複数案件・案件横断型で実施することを想定しています。） 

 

イ．事例集の制作 

  本事業の支援対象となったＣＦ案件事例集の制作を通じ、当該案件等を国民一般に周知

します。 

※ 各ＣＦサービス事業者から、当該プラットフォームのロゴデータを送付頂き、上記事例

集に掲載することとしたく、応募時に、ロゴデータを共有頂くようお願いします（ロゴ掲

載上のルールや、いくつかロゴデータのバリエーションあれば同送下さい）。 

 

ウ. 同一のＣＦサービス事業社上に当事業により形成された案件の掲載が年次を通して15

件を超える見込みがある場合、資金調達及び本事業の効果的な宣伝を図るため、ＣＦサー

ビス事業者には復興庁ＣＦ特集ページの構築・運用及び、特集ページのプロモーションを

事務局より依頼させて頂く場合がございます。 

 

上記以外にも各ＣＦサービス事業者には本事業の周知を行って頂くことを歓迎します。

（ただし、周知に際し、事務局が提供したチラシ等の媒体以外を用いる場合には、原則とし

て使用日時の数日前までに事務局にご相談ください。。） 

 

５．被災地内におけるノウハウの蓄積 

 地域ＣＤＮ機関選定後、事務局が本事業の運営者全体会合の実施すること等を通じて、地

域ＣＤＮ機関や外部審査委員等とＣＦサービス事業者との接点を設け直接的に知見を得られ
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る機会を設ける可能性があり、各ＣＦサービス事業者におかれても、ご協力をお願いしま

す。 

以上 


